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再商品化義務量の算定に係る量、比率等について 

 

 

 

＜趣旨＞ 

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平成７年法律第112号。

以下「法」という。）に基づき、特定事業者（特定容器利用事業者、特定容器製造等事業

者及び特定包装利用事業者）は、毎年度、主務省令で定める方法により算定される再商

品化義務量の再商品化をすることが義務付けられている。 

特定事業者の再商品化義務量の算定に係る量、比率等（以下「量、比率等」という。）

は、法第 11条から第 13条までの規定に基づき、主務大臣が定めることとされている。 

法第 44条に基づき、主務大臣は、量、比率等を定めようとする場合において、必要が

あると認めるときは、関係事業者その他の利害関係者の意見を聴くものとされているこ

とから、翌年度に適用する量、比率等（案）について、本ＷＧにお示しするものである。 

 

 ＜本ＷＧにお示しする量、比率等＞ 

Ａ 特定事業者責任比率（法第 11条第３項） 

Ｂ 再商品化義務総量（法第 11条第３項） 

Ｃ 特定容器比率（法第 11条第２項第１号） 

Ｄ 業種別比率（法第 11条第２項第２号イ） 

Ｅ 業種別特定容器利用事業者比率（法第 11条第２項第２号ロ） 

Ｆ 事業系比率（容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施

行規則第 10 条及び特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品

化に関する省令第２条） 

  業種別特定容器利用事業者総排出見込量（法第 11条第２項第２号ニ） 

業種別特定容器製造等事業者総排出見込量（法第 12条第２項第２号ニ） 

特定包装利用事業者総排出見込量（法第 13条第２項第３号） 

表１－１ 

表１－２ 

表２ 

表３ 

表４ 

表５ 

 

 

 

    ※表の番号は資料中のもの。 

 

なお、上記の具体的数値は、容器包装利用・製造等実態調査及び容器包装廃棄物分類

調査の結果に基づいて算定。 

 

 

資 料 ３ 

表６ Ｇ 



個々の特定事業者の業種ごとの再商品化義務量

個々の特定事業者の容器包装廃棄物の排出見込
量（Ⅱ）

業種区分ごとの
再商品化義務量（Ⅰ）

当該業種全体の容器包装廃棄物の排出見込量
（Ⅲ）

×

再商品化義務量の算定に係る量、比率について

（Ⅰ）
主務省令や主務大臣が定める数値等により、各年度ごとに算定される。

（Ⅱ）
個々の事業者が自主算定方式、又は簡易算定方式のい
ずれかの算定方式により自ら算出。
○自主算定方式

○簡易算定方式

（Ⅲ）
当該業種全体の容器包装廃棄物の排出見込量（G）

環境大臣が定める分別収集見込総量
から市町村独自処理予定量を控除した量

主務大臣が定める再商品化見込量

再商品化義務総量（B）

いずれか少ない量

特定事業者責任比率（A）

×

特定事業者責任比率（A）

×

特定容器比率（C）

業種別比率（D）

業種別特定容器利用事業者比率（E）

×

×

×

当該年度において販売する商品に用いる又は製造等する
容器包装の量

当該量のうち自ら又は他者への委託により回収する量

その他容器包装廃棄物として排出されない量
－

－

－

当該年度において販売する商品に用いる又は製造等する
容器包装の量

当該量のうち自ら又は他者への委託により回収する量－

事業系比率（F）× 100－

2

表1-1 表1-1

表1-2

表2

表3

表4
表6

表5
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１．特定事業者責任比率（Ａ）

＜ 表  １－１　特定事業者責任比率　＞

特定事業者責
任比率

小規模事業者
分の比率

ガラスびん（無色） 95％ 5％ (96%) (4%)

ガラスびん（茶色） 88％ 12％ (88%) (12%)

ガラスびん（その他の色） 92％ 8％ (92%) (8%)

ＰＥＴボトル 100％ 0％ (100%) (0%)

紙製容器包装 99％ 1％ (99%) (1%)

プラスチック製容器包装 99％ 1％ (99%) (1%)

再商品化義務量の算定に係る量、比率等（案）

＜特定事業者責任比率の算定の考え方＞

　今年度の容器包装利用・製造等実態調査及び容器包装廃棄物分類調査の結果に基づ
いて特定事業者責任比率を算定し、かつ昨年度の調査結果に基づく同比率と平均する
ことで算出。（詳細な算定方法は参考資料第１章　３．(1)　①～⑤参照）

特定分別基準適合物
特定事業者責

任比率
（Ａ）

小規模事業者
分の比率

前年度
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２．再商品化義務総量（Ｂ）

　　　　　　　　　　　＜ 表  １－２　再商品化義務総量　＞

特定分別基準適合物

うち
R6年度の
独自処理
予定量

千㌧ 千㌧ 千㌧ 千㌧ 千㌧ ％ トン

ガラスびん（無色） 261 162 99 156 99 95 94,050

ガラスびん（茶色） 208 107 101 159 101 88 88,880

ガラスびん（その他の色） 197 54 143 205 143 92 131,560

ＰＥＴボトル 340 120 220 759 220 100 220,000

紙製容器包装 83 65 18 297 18 99 17,820

プラスチック製容器包装 770 52 718 1,337 718 99 710,820

　(*)：R6年度より、業種区分によらず、分別収集見込総量より、環境省が公表した市町村独自処理予定量を

　　　差し引いた値と、再商品化見込量のいずれか少ない量を用いることに変更。

３．特定容器比率（Ｃ）

　　　　　　　　　　　＜ 表  ２　特定容器比率 ＞

(87.88%)

＜再商品化義務総量の算定の考え方＞

　品目毎に再商品化見込量と分別収集計画量の少ない方を基礎として、特定事業者責任比率
を乗じて算出。　（詳細な算定方法は参考資料第１章　３．(1)⑥参照）

R6年度の
分別収集
見込総量
(ｱ①)

R6年度の
再商品化
見込量
(ｲ)

(ｱ②)*､(ｲ)
の

うちいずれ
か少ない量
を基礎とし
て算出した

量

特定事業者
責任比率
（Ａ）

R6年度の
再商品化
義務総量
（Ｂ）

R6年度の
分別収集
見込総量

から
R6年度の

市町村独自
処理予定量
を控除した

量
(ｱ②)*

プラスチック製容器包装 91.29％ (90.72%)

＜算定の考え方＞
　今年度の容器包装利用・製造等実態調査及び容器包装廃棄物分類調査の結果に基づいて
特定容器比率を算定し、かつ昨年度の調査結果に基づく同比率と平均することで算出。
（詳細な算定方法は参考資料第１章　３．(1)⑦参照）

　なお、ガラス製容器及びＰＥＴボトルは、いずれも特定容器のみであって特定包装はないため、
本比率は１００％とする。

特定分別基準適合物 特定容器比率（Ｃ） 前年度

紙製容器包装 87.72％
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４．業種別比率（Ｄ）

＜ 表  ３ ＞
（単位：％）

業種の区分 ガラス製容器

無色 茶色 その他

１．食料品製造業

１．食料品製造業 48.74 3.90 6.53 3.49

(48.16) (3.76) (7.18) (3.49)

２．清涼飲料製造業及び

２．清涼飲料製造業及び 16.63 48.29 13.59 94.78

　　茶・コーヒー製造業 (17.73) (46.83) (14.70) (94.77)

※

３．酒類製造業

３．酒類製造業 31.11 18.69 79.03 1.73

(30.39) (19.67) (77.51) (1.74)

４．油脂加工製品・石鹸・ -

４．油脂加工製品・石鹸・

　　合成洗剤・界面活性剤・

　　塗料製造業

５．医薬品製造業 1.43 47.54 2.08

５．医薬品製造業 1.73 27.13 0.07

(2.01) (28.10) (0.03)

６．化粧品・歯磨その他の 3.25 0.16 1.95
６．化粧品・歯磨その他の 1.27 0.75 0.73

　　化粧用調整品製造業 (1.16) (0.47) (0.45)

７．小売業

2.72 0.20 2.12

８．その他の事業 0.92 0.41 0.48
８．その他の事業 0.52 1.24 0.05

(0.55) (1.17) (0.13)

5.60 48.11 4.51 0.00
100.00 100.00 100.00 100.00

合　　計 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)

※＝清涼飲料製造業
上段：令和6年度の適用数値案
下段：（　）内は令和5年度の適用数値

ＰＥＴボトル

＜算定の考え方＞
　今年度の容器包装利用・製造等実態調査及び容器包装廃棄物分類調査の結果に基づいて業種別比率を
算定し、かつ昨年度の調査結果に基づく同比率と平均することで算出。（詳細な算定方法は参考資料第
１章　３．(1)⑧参照）

5



＜ 表  ３ ＞

（単位：％）

業種の区分 紙製 プラスチック製

容器 容器

１．食料品製造業 38.42 52.87

(40.29) (55.93)

２．清涼飲料製造業及び 7.52 6.00

　　茶・コーヒー製造業 (8.24) (6.29)

３．酒類製造業 2.06 0.21

(2.18) (0.16)

４．油脂加工製品・石鹸・ 1.45 7.84

　　合成洗剤・界面活性剤・ (1.72) (6.99)

　　塗料製造業

５．医薬品製造業 2.40 1.90

(2.23) (1.86)

６．化粧品・歯磨その他の 1.87 4.24

　　化粧用調整品製造業 (2.05) (4.83)

７．小売業 12.73 14.21

(11.54) (11.36)

８．その他の事業 33.55 12.73

(31.75) (12.58)

合　　計 100.00 100.00

(100.00) (100.00)

上段：令和6年度の適用数値案
下段：（　）内は令和5年度の適用数値
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５．業種別特定容器利用事業者比率（Ｅ）

＜ 表  ４ ＞

（単位：％）

業種の区分 ガラス製容器

無色 茶色 その他

利用 製造等 利用 製造等 利用 製造等 利用 製造等

１．食料品製造業

１．食料品製造業 93.71 6.29 98.04 1.96 94.46 5.54 93.35 6.65

(93.86) (6.14) (97.44) (2.56) (94.84) (5.16) (93.33) (6.67)

２．清涼飲料製造業及び 94.24

２．清涼飲料製造業及び 86.90 13.10 91.25 8.75 88.38 11.62 85.82 14.18

　　茶・コーヒー製造業 (87.60) (12.40) (90.75) (9.25) (90.39) (9.61) (85.63) (14.37)

※ ※

３．酒類製造業 0.00

３．酒類製造業 92.66 7.34 95.80 4.20 94.26 5.74 94.72 5.28

(92.84) (7.16) (96.70) (3.30) (95.09) (4.91) (95.29) (4.71)

93.85

４．油脂加工製品・石鹸・ －

４．油脂加工製品・石鹸・

　　合成洗剤・界面活性剤・

　　塗料製造業

５．医薬品製造業

５．医薬品製造業 99.20 0.80 94.69 5.31 97.07 2.93

(99.19) (0.81) (94.52) (5.48) (97.01) (2.99)

６．化粧品・歯磨その他の

６．化粧品・歯磨その他の 98.22 1.78 96.99 3.01 95.16 4.84

　　化粧用調整品製造業 (98.36) (1.64) (96.49) (3.51) (97.75) (2.25)

７．小売業

８．その他の事業

８．その他の事業 96.84 3.16 100.00 0.00 91.37 8.63

(97.13) (2.87) (99.99) (0.01) (93.36) (6.64)

※＝清涼飲料製造業

上段：令和6年度の適用数値案

下段：（　）内は令和5年度の適用数値

ＰＥＴボトル

＜算定の考え方＞
　今年度の容器包装利用・製造等実態調査及び容器包装廃棄物分類調査の結果に基づいて業種別特定容器利用事
業者比率を算定し、かつ昨年度の調査結果に基づく同比率と平均することで算出。（詳細な算定方法は参考資料
第１章　３．(1)⑨参照）
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＜ 表  ４ ＞

（単位：％）

業種の区分 紙製 プラスチック製

容器 容器

利用 製造等 利用 製造等

１．食料品製造業 96.80 3.20 95.20 4.80

(96.27) (3.73) (95.07) (4.93)

２．清涼飲料製造業及び 91.23 8.77 95.00 5.00

　　茶・コーヒー製造業 (92.00) (8.00) (94.99) (5.01)

３．酒類製造業 93.74 6.26 97.96 2.04

(93.90) (6.10) (98.19) (1.81)

４．油脂加工製品・石鹸・ 95.01 4.99 90.60 9.40

　　合成洗剤・界面活性剤・ (95.56) (4.44) (88.97) (11.03)

　　塗料製造業

５．医薬品製造業 99.25 0.75 98.45 1.55

(99.33) (0.67) (98.71) (1.29)

６．化粧品・歯磨その他の 98.33 1.67 94.31 5.69

　　化粧用調整品製造業 (98.57) (1.43) (95.58) (4.42)

７．小売業 99.05 0.95 98.99 1.01

(99.20) (0.80) (99.11) (0.89)

８．その他の事業 99.43 0.57 98.70 1.30

(99.36) (0.64) (99.20) (0.80)

上段：令和6年度の適用数値案
下段：（　）内は令和5年度の適用数値
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６．事業系比率 (Ｆ)

＜ 表  ５ ＞
（単位：％）

業種の区分 ガラス製容器

無色 茶色 その他

利　用 製造等 利　用 製造等 利　用 製造等 利　用 製造等

１．食料品製造業 0 0 5 0 5 0 5 5

(0) (0) (0) (0) (5) (0) (5) (5)

２．清涼飲料製造業及び 10 5 5 0 10 0 5 0

　　茶・コーヒー製造業 (5) (15) (5) (0) (10) (0) (10) (0)

※ ※

３．酒類製造業 30 5 25 0 35 15 15 0

(30) (5) (35) (15) (30) (10) (15) (0)

４．油脂加工製品・石鹸・

　　合成洗剤・界面活性剤・
　　塗料製造業

５．医薬品製造業 30 15 20 0 10 0

(25) (10) (15) (0) (25) (0)

６．化粧品・歯磨その他の 5 15 5 0 5 0

　　化粧用調整品製造業 (5) (15) (10) (0) (15) (0)

７．小売業

８．その他の事業 15 25 25 0 10 0

(10) (5) (30) (0) (5) (0)

※＝清涼飲料製造業
上段：令和6年度の適用数値案
下段：（　）内は令和5年度の適用数値

ＰＥＴボトル

＜算定の考え方＞
　今年度の容器包装利用・製造等実態調査及び容器包装廃棄物分類調査の結果に基づいて事業系比率を算定
し、かつ昨年度の調査結果に基づく同比率と平均することで算出。（詳細な算定方法は参考資料第１章
３．(2)②参照）
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＜ 表  ５ ＞
（単位：％）

業種の区分 紙製 プラスチック製

容器 容器

利　用 製造等 利　用 製造等

１．食料品製造業 20 15 15 5

(15) (15) (15) (5)

２．清涼飲料製造業及び 10 0 10 0

　　茶・コーヒー製造業 (10) (0) (15) (0)

３．酒類製造業 30 5 30 0

(30) (5) (30) (0)

４．油脂加工製品・石鹸・ 15 0 10 5

　　合成洗剤・界面活性剤・ (10) (5) (10) (0)

　　塗料製造業

５．医薬品製造業 35 15 55 20

(45) (5) (55) (20)

６．化粧品・歯磨その他の 5 5 10 0

　　化粧用調整品製造業 (5) (5) (5) (5)

７.小売業 35 25 15 5

(35) (20) (20) (5)

８．その他の事業 20 30 35 35

(25) (25) (35) (35)

包装（各業種共通） 30 30

(35) (25)

上段：令和6年度の適用数値案
下段：（　）内は令和5年度の適用数値
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７．当該業種全体の容器包装廃棄物の排出見込量（Ｇ）

＜ 表  ６ ＞

（単位：トン）

業種の区分 ガラス製容器

無色 茶色 その他

利　用 製造等 利　用 製造等 利　用 製造等 利　用 製造等

１．食料品製造業 161,544 165,752 10,595 12,906 7,290 8,488 26,900 27,952

(165,677) (169,279) (10,957) (13,900) (8,356) (9,751) (26,076) (27,685)

２．清涼飲料製造業及び 54,955 58,252 130,285 146,743 14,949 19,925 730,181 831,641

　　茶・コーヒー製造業 (60,902) (57,811) (135,996) (163,654) (16,983) (21,895) (709,497) (820,665)

※ ※

３．酒類製造業 103,018 123,527 51,085 70,585 88,162 116,446 13,282 15,521

(104,809) (122,662) (57,299) (63,976) (89,926) (120,120) (13,054) (15,118)

４．油脂加工製品・石鹸・

　　合成洗剤・界面活性剤・

　　塗料製造業

５．医薬品製造業 5,822 6,848 75,342 84,831 81 68

(6,929) (7,960) (82,462) (94,447) (38) (47)

６．化粧品・歯磨その他の 4,216 3,722 1,997 2,000 855 945

　　化粧用調整品製造業 (4,016) (3,574) (1,377) (1,662) (538) (558)

７．小売業

８．その他の事業 1,727 832 3,516 1,458 52 183

(1,889) (962) (3,495) (2,724) (147) (116)

※＝清涼飲料製造業

上段：令和6年度の適用数値案

下段：（　）内は令和5年度の適用数値

ＰＥＴボトル

＜算定の考え方＞
　今年度の容器包装利用・製造等実態調査及び容器包装廃棄物分類調査の結果に基づいて当該業種全体の容器包装廃棄物の
排出見込量を算定し、かつ昨年度の調査結果に基づく同排出見込量と平均することで算出。（詳細な算定方法は参考資料第
１章　３．(2)①参照）
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＜ 表  ６ ＞

（単位：トン）

業種の区分 紙製 プラスチック製

容器 容器

利　用 製造等 利　用 製造等

１．食料品製造業 210,061 231,803 522,965 560,799

(216,106) (213,738) (558,347) (551,322)

91

２．清涼飲料製造業及び 40,886 48,239 59,416 91,842

　　茶・コーヒー製造業 (44,151) (50,244) (62,777) (100,127)

0

0

３．酒類製造業 11,201 19,613 2,043 4,190

(11,642) (20,321) (1,624) (3,866)

４．油脂加工製品・石鹸・ 7,887 11,523 77,574 91,347

　　合成洗剤・界面活性剤・ (9,233) (11,901) (69,485) (94,837)

　　塗料製造業

５．医薬品製造業 13,067 21,747 18,797 41,290

(11,877) (24,083) (18,551) (42,629)

６．化粧品・歯磨その他の 10,185 11,707 41,857 62,156

　　化粧用調整品製造業 (10,991) (12,688) (48,228) (68,711)

７．小売業 69,411 75,539 141,001 157,288

(61,645) (84,912) (113,226) (177,909)

８．その他の事業 183,730 163,472 126,133 144,876

(170,089) (176,214) (125,695) (155,006)

包装（各業種共通） 102,100 114,819

(99,767) (132,634)

上段：令和6年度の適用数値案

下段：（　）内は令和5年度の適用数値
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